
事事 業業 者者 選選 択択 型型 経経 営営 者者 保保 証証 非非 提提 供供 促促 進進 特特 別別 保保 証証 制制 度度

ご 利 用

い た だ け る 方

保 証 限 度 額 8, 0 0 0 万 円 （ 注 ） ※ 経 営 安 定 関 連 保 証 4 号 、 5 号 の 場 合 は 別 枠 で 8, 0 0 0 万 円 （ 注 ）

責 任 共 有 制 度 責 任 共 有 対 象

対 象 資 金 運 転 資 金 、 設 備 資 金

返 済 方 法 一 括 返 済 ま た は 分 割 返 済

保 証 期 間
一 括 返 済 の 場 合

分 割 返 済 の 場 合 1 0 年 以 内 （ 据 置 期 間 １ 年 以 内 ）

担 保 不不 要要 （（ 無無 担担 保保 ））

連 帯 保 証 人 不不 要要 （（ 無無 保保 証証 人人 ））

融 資 利 率 金 融 機 関 所 定 利 率

添 付 書 類 事 業 者 選 択 型 経 営 者 保 証 非 提 供 要 件 確 認 書 兼 誓 約 書

信 用 保 証 料 率

・ ご 利 用 い た だ け る 方 ( 3)① お よ び ② の い ず れ も 満 た す 場 合

年 0. 7 0 ％ ～ 2. 4 5 ％ （ 信 用 保 証 協 会 所 定 の 信 用 保 証 料 率 に 00 ..22 55 ％％ 上上 乗乗 せせ ）

・ ご 利 用 い た だ け る 方 ( 3)① ま た は ② の い ず れ か 一 方 を 満 た す 場 合
・ 法 人 設 立 後 、 ２ 事 業 年 度 の 決 算 が な い 場 合

年 0. 9 0 ％ ～ 2. 6 5 ％ （ 信 用 保 証 協 会 所 定 の 信 用 保 証 料 率 に 00 ..44 55 ％％ 上上 乗乗 せせ ）

保 証 料 補 助
（ ※ ）

令 和 6 年 3 月 1 5 日 か ら 令 和 7 年 3 月 3 1 日 ま で 00 ..11 55 %% 補補 助助

令 和 7 年 4 月

令 和 8 年 4 月

1 年 以 内

設 立 事 業 年 度 の 次 の 事 業 年 度 の 決 算 が な い 法 人 の 場 合 、 ( 3)は 問 い ま せ ん

貸 借 対 照 表 に お い て 「 純 資 産 の 額 ≧ ０ 」 と な る こ と

損 益 計 算 書 に お い て 「 経 常 利 益 ＋ 減 価 償 却 費 ≧ ０ 」 と な る こ と

※ 条 件 変 更 に 伴 い 追 加 し て 生 じ る 信 用 保 証 料 に つ い て は 補 助 の 対 象 外 と な り ま す

※ 経 営 安 定 関 連 保 証 4 号 の 場 合 は 責 任 共 有 対 象 外

信 用 保 証 料 の 上 乗 せ に よ り 、 経 営 者 保 証 を 不 要 と す る こ と が で き る 保 証 制 度 で す 。

保 証 申 込 日 に 応 じ て 、 上 乗 せ と な る 信 用 保 証 料 に 対 し て 、 国 か ら の 補 助 が 受 け ら れ ま す 。

令 和 6 年 3 月 1 5 日 よ り 申 込 受 付 開 始

保 証 申 込 日 が

次 の ( 1)～ ( 5)を す べ て 満 た す 法 人 （ ※ １ ）

( 1)過 去 ２ 年 間 に お い て 、 決 算 書 等 を 申 込 金 融 機 関 の 求 め に 応 じ て 提 出 し て い る こ と

( 2)直 近 の 決 算 に お い て 、 代 表 者 へ の 貸 付 金 等 が な く 、 役 員 報 酬 等 が 社 会 通 念 上 適 切 な

範 囲 を 超 え て い な い こ と

( 3)次 の 両 方 ま た は い ず れ か を 満 た す こ と

① 直 近 の 決 算 に お い て 債 務 超 過 で な い （ ※ ２ ）
② 直 近 ２ 期 連 続 で 減 価 償 却 前 経 常 利 益 が 赤 字 で な い （ ※ ３ ）

( 4)次 の ① お よ び ② に つ い て 継 続 的 に 充 足 す る こ と を 誓 約 す る 書 面 を 提 出 し て い る こ と

① 保 証 申 込 日 以 降 に お い て も 、 決 算 書 等 を 申 込 金 融 機 関 の 求 め に 応 じ て 提 出 す る こ と
② 保 証 申 込 日 を 含 む 事 業 年 度 以 降 の 決 算 に お い て 、 代 表 者 へ の 貸 付 金 等 が な く 、 役 員

報 酬 等 が 社 会 通 念 上 適 切 な 範 囲 を 超 え な い こ と

( 5)信 用 保 証 料 の 上 乗 せ を 条 件 と し て 経 営 者 保 証 を 提 供 し な い こ と を 希 望 し て い る こ と

法 人 設 立 後 、 最 初 の 事 業 年 度 （ 設 立 事 業 年 度 ） の 決 算 が な い 法 人 の 場 合 、 ( 1)、 ( 2)お よ び ( 3)は 問 い ま せ ん※ １

（ 注 ） 無 担 保 保 険 の 利 用 状 況 等 に よ り 、 実 際 の 利 用 限 度 額 は 異 な り ま す 。

1 日 か ら 令 和 8 年 3 月 3 1 日 ま で 00 ..11 00 %% 補補 助助

1 日 か ら 令 和 9 年 3 月 3 1 日 ま で 00 ..00 55 %% 補補 助助

※ 2

※ 3


